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三重県後期高齢者医療広域連合職員研修規程 

 

平成１９年２月１日訓令第１３号 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３９条に基づき、

職員に対し公務員として必要な知識、技能及び実務を修得させ職務への適応性を養

うとともに、その一般的教養を増進し、勤務能率の向上と行政の効率的運営に資す

るため実施する研修について必要な事項を定めるものとする。 

（研修の種類） 

第２条 研修の種類は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 集合研修 

(２) 職場研修 

(３) 派遣研修 

（集合研修） 

第３条 集合研修は、総務企画課が実施主体となって行うものとする。 

２ 職員には、所定の勤務場所を離れて、専ら研修を受ける機会を与えることができ

る。 

３ 研修期間、受講人員、研修科目等については、実施の都度定めるものとする。 

（職場研修） 

第４条 職場研修は、各課長又は室長が所属職員を対象に職場において常時行うもの

とする。 

２ 各課長又は室長は、講習、研究会、実務演習その他適切な方法により計画的かつ

効果的に職場研修を実施するよう努めなければならない。 

（派遣研修） 

第５条 派遣研修は、職員が職務を遂行するため必要とする高度な専門知識、技能等

を習得させ、視野を拡大し識見を向上させるため、研修機関、学校、外国等に職員

を派遣して行うものとする。 

（総務企画課と職場との関係） 

第６条 研修の実施に当たって各課長又は室長は、総務企画課長と連携を密にし相互

に協力するものとする。 

（研修の機会の付与） 

第７条 課長又は室長は、職員が研修に専念できるようにその機会と便宜を与えなけ

ればならない。 

（その他） 

第８条 この規程に定めるもののほか、職員の研修に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この訓令は、平成１９年２月１日から施行する。 


